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お し ら せ

投
票
で
き
る
方

　
平
成
元
年
４
月
27
日
以
前

に
生
ま
れ
た
人
で
、
平
成
21

年
１
月
20
日
以
前
に
住
民
登

録
し
、
引
き
続
き
町
内
に
在

住
し
て
い
る
人
が
投
票
で
き

ま
す
。

※
投
票
日
ま
で
に
町
外
に
転

　
出
さ
れ
る
と
投
票
で
き
ま

　
せ
ん
。

投
票
日
当
日
の
投
票

　
投
票
で
き
る
人
（
選
挙
人

名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
人
）

に
は
、
事
前
に
投
票
所
入
場

券
（
ハ
ガ
キ
）
を
郵
送
し
ま

す
。
入
場
券
に
記
載
さ
れ
て

い
る
投
票
所
で
投
票
し
て
く

だ
さ
い
。

　
投
票
所
に
お
出
か
け
の
際

に
は
、
投
票
所
入
場
券
を
ご

持
参
く
だ
さ
い
。
入
場
券
と

引
き
換
え
に
投
票
用
紙
を
お

渡
し
し
ま
す
。

期
日
前
投
票

　
次
の
と
お
り
期
日
前
投
票

所
を
設
置
し
ま
す
の
で
、
投

票
日
に
投
票
で
き
な
い
方
は

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○
期
間

　
４
月
22
日（
水
）〜
25
日（
土
）

○
時
間

　
午
前
８
時
30
分
〜

　
午
後
８
時
ま
で

○
場
所

　
伯
耆
町
役
場
本
庁
舎

　
溝
口
分
庁
舎

※
ど
ち
ら
の
投
票
所
で
も
期

　
日
前
投
票
が
で
き
ま
す
。

不
在
者
投
票

　
不
在
者
投
票
施
設
に
指
定

さ
れ
て
い
る
病
院
や
老
人
ホ

ー
ム
な
ど
に
入
院
・
入
所
中

の
方
、
身
体
障
害
な
ど
に
よ

り
投
票
所
に
行
け
な
い
方
も

不
在
者
投
票
に
よ
り
投
票
で

き
ま
す
。
詳
し
く
は
伯
耆
町

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
ま

で
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

選
挙
公
報
を
発
行

　
立
候
補
者
の
公
約
や
政
見
、

経
歴
な
ど
を
掲
載
し
た
「
選

挙
公
報
」
を
発
行
し
、
選

挙
運
動
期
間
内
に
各
家
庭

に
配
布
し
ま
す
の
で
、
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

　
伯
耆
町
選
挙
管
理
委
員
会

　
☎
６
８
―
３
１
１
１

　
任
期
満
了
に
伴
う
町
議
会
議
員
選
挙
を
４
月
26
日
（
日
）

に
行
い
ま
す
。

　
今
回
の
選
挙
か
ら
、
現
在
16
人
と
さ
れ
て
い
る
町
議
会

議
員
の
定
数
を
２
名
削
減
し
、
14
名
の
議
員
を
選
ぶ
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
告
示
日
と
な
る
４
月
21
日
（
火
）
の
８
時
30
分
か
ら
17

時
ま
で
立
候
補
の
届
出
を
受
付
け
、
立
候
補
者
が
議
員
定

数
を
上
回
れ
ば
、
５
日
間
の
選
挙
運
動
期
間
を
経
て
26
日

に
投
票
・
即
日
開
票
さ
れ
ま
す
。

選挙期日選挙期日4月2626日に決定日に決定

1414名の町議会議員を選ぶ名の町議会議員を選ぶ1414名の町議会議員を選ぶ名の町議会議員を選ぶ

　
放
置
さ
れ
た
荒
廃
竹
林
の
拡
大
防

止
の
た
め
、
森
林
所
有
者
の
竹
林
整

備
に
対
す
る
支
援
を
行
い
ま
す
。

　
採
択
さ
れ
る
と
事
業
費
の
９
割
が

助
成
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
事
業
の

実
施
は
７
月
以
降
と
な
る
予
定
で
す
。

事
前
着
工
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
支
援
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
平
成

21
年
４
月
末
ま
で
に
産
業
課
農
林
室

（
溝
口
分
庁
舎
内
）
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】産
業
課
農
林
室
☎
６
２
―
０
７
２
３

竹
林
整
備
に
関
す
る
負
担
を
１
割
に
軽
減

【
問
合
せ
先
】農
業
委
員
会
事
務
局
☎
６
２
―
０
７
１
５

平
成
21
年
春
季
農
作
業
労
働
標
準
賃
金

　竹の子や竹材の生産林、景観林として
竹林を管理するため、抜き伐り（間伐）を
行う場合。

≪採択要件≫
①放置された竹林
②施行地の面積が0.1ha以上
③町と森林所有者で竹林整備の実施及
　び管理に関する協定を締結
　（事業完了後、５年間適正管理が必要）

竹林の抜き伐り（間伐）※最大３年間

　竹林を皆伐後、植林及びその後の下刈りを行う場合、
また、造林事業によりスギ・ヒノキ等の人工林に侵入し
た竹の伐採（除伐）を行う場合。

≪採択要件≫
①植栽の場合、植栽本数 2,000本/ha以上
②除伐の場合、人工林の林齢１１～３５年生
③１施行地の面積が0.1ha以上
④その他、施行地の総面積要件がありますが、条件によ
　り大きく異なります（0.1ha～4.0ha以上）

竹林を伐採し植林、その後下刈り※最大５年間
スギ･ヒノキ等人工林に侵入した竹の伐採（除伐）

　
春
季
農
作
業
労
働
標
準
賃
金
が
左

表
の
と
お
り
決
ま
り
ま
し
た
。
農
業

地
域
類
型
で
農
作
業
条
件
が
異
な
る

た
め
、
旧
町
単
位
で
定
め
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
を
標
準
額
と
し
て
条
件
に
応

じ
て
話
し
合
い
に
よ
り
適
宜
加
減
し

て
く
だ
さ
い
。

作 業 名

一般農作業
（男女共）

6,000円

6,700円

5,400円

6,200円

荒　　　代　4,500円

植　　　代　5,100円

荒植代同時　7,200円

荒　　　代　5,000円

植　　　代　5,600円

荒植代同時　8,200円

　　　6,100円

　　　7,000円

１０ａ当たり

１０ａ当たり

１０ａ当たり

１０ａ当たり

１０ａ当たり

１０ａ当たり

１時間当たり

１ｍ当たり

１０ａ当たり

１０ａ当たり

８時間労働
賄いなし6,900円

6,400円

7,000円

500円追加

3,700円

1,500円

50円

岸本地域
(平地農業)

溝口地域
（中間農業） 摘　　要

整 備 田

未整備田

整 備 田

未整備田

整 備 田

未整備田

側条施肥

牧 草 刈 り

畦 畔 草 刈

畦 付 け

耕
う
ん

代
か
き

代
か
き

機
械
田
植

※消費税込みの金額です。


